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資産勘定　392億66百万円

年金資産（固定資産）

未償却過去勤務債務残高

332億08百万円

流動資産 2億08百万円
11億99百万円

不足金・繰越不足金 46億51百万円

負債勘定　392億66百万円

支払備金

数理債務 389億72百万円

2億94百万円
剰余金・別途積立金 ──※

※H23.12末までの運用収益率▲3.74％
（実績）をもとに算出したものです。H24.3
末の運用実績によって変動します。

収　益
21億83百万円

費　用
25億40百万円掛金収入（1,247百万円）

　事業主からの掛金

運用収益（936百万円）
　資産運用における収益

給付費（2,414百万円）
　年金・一時金の支払い

業務委託費等（126百万円）
　運用機関に委託している
　年金の支払いなどの業務
　の委託手数料等※H24.3末推定資産の3%

（予定収益）で想定した額

事務費掛金（5,443万円）

その他（1万円）

事務費（2,898万円）
　業務運営に要する費用

代議員会費（34万円）
　代議員会に要する費用

業務委託費（911万円）

その他（79万円）

収　益
5,444万円

費　用
3,922万円

平成24年度の当基金の予算は、次の基礎数値に基づいて作成しました。

当基金は、加入事業所からの掛金（事務費掛金）により運営されています。そのため1人

当たり月額470円を事業主負担で徴収しています。

尚、平成24年度末（H25.3末）の資産残高は82百万円程度となる見込みです。

1.

2.

3.

4.

設 立 事 業 所 数

加 入 者 数

掛　金

給　付

28社

9,650人

1,036百万円
211百万円
54百万円

1,116百万円
310百万円
951百万円
37百万円

：

：

：
：
：

：
：
：
：

標 準 掛 金
特 別 掛 金
事務費掛金

年 金 給 付
脱退一時金
選択一時金
遺族一時金

基金の主な収入源である掛金、年金・一時金の支払い、年金資産の運用損益など
の1年間の収支を見込みます。

１年間の収支見込み（ ）（予定損益計算書・経常収支）

〔 〕　2月27日に開催されました第18回代議員会で、当基金
の平成24年度予算が可決・承認されました。その概要を
お知らせいたします。

基金の業務運営に必要な経費を処理します。・

    年金・一時金の支払いや、その財源となる資産の積立状況をみる会計です。

年金資産は332億8百万円に

将来の年金・一時金の支払いに備えて、当年度末までに積み立てておくべき
必要額（数理債務）と、保有する年金資産とのバランスを予測します。

財政バランス（ ）（予定貸借対照表）

2 3

業 務 経 理 業 務 会 計

予 算 の 基 礎 数 値

年 金 経 理

平 成 24 年 度 せら知おの算予金基
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　　セカンドライフには、「漠然とし
た不安」がつきもの。先のことが
わからないために、いくらあっても、

何歳になっても、せっかく貯めたお金を躊
ちゅうちょ

躇
して上手く使えないというのが現状です。そ
の解決のポイントとして、「現状把握」と「支
出の優先順位」が挙げられます。難しく考え
ず、できるところからやってみましょう。
　「現状把握」では、毎年入ってくる金額（年
金など）と、出ていく金額（通常の生活費）
を把握します。年間支出が年間収入の範囲内
であれば、ひと安心です。もし支出が多い場
合、貯蓄を取り崩して毎年どの程度使うこと
ができるのかを、平均余命など一定の年数分
でざっくり摑

つか

んでみます。その後、具体的な
家計の見直しが可能かも検討しましょう。
　次に、「支出の優先順位」では、家のリフォー
ムや医療費など「必ずかかるもの」と、趣味
や旅行などの「よりよい暮らしのために必要
なもの」を分けて考えることが肝心です。
　長いセカンドライフでは、今後起こりうる
すべての出来事を予想して準備するのは不
可能ですが、予想外の支出があっても、その
お金をどこから補充するかをあらかじめ把握
できれば、将来への不安も少なくなります。

マネープランの目的は、いかに生活費を抑え
るかではなく、使える金額を把握し、限られ
た中で楽しみながら安心して使えるようにす
ることにあります。健康で活動的なセカンド
ライフ前半に前倒しでお金を使えるようにす
るなど、工夫しながら、自分らしい有意義な
お金の使い方を考えてみてください。

いしかわみゆき
CFPⓇ・1級ファイナンシャル・プランニング技能
士。マネーセミナーや企業向けコンサルタント研
修の講師として活動中。学校教育の場では子供た
ちに夢を与える授業を心がけ社会教育活動への貢
献にも努める。

寿命が続く限り、
お金が足りるのかが心配です。
日本人の平均寿命は、男性80歳、女性86歳で世界一。喜ばしい半面、お金の心配もついて回り
ます。経済的にも心理的にも安定した暮らしのために、マネープランの重要性が高まっています。

暮らしを守る

A

Q

アドバイス●㈱FPインテリジェンス 石川美由紀

平成23年の消費者物価指数が前年に比べてマイナス0.3％となったことから、
平成24年度の年金額は0.3％引き下げられます。

　厚生年金や基礎年金など国の年金は、物価
や現役世代の賃金の変動に応じて額が改定さ
れます。これは年金額の実質価値を維持する目
的がありますが、他方、物価や賃金水準が下が
ればそれに応じて年金額は減額されます。
　毎年、総務省が公表する「全国消費者物価
指数」（生鮮食品を含む総合指数）によると、平
成23年の物価水準は、前年に比べて平均で
0.3％下回ることがわかりました。物価水準が下
がったため、平成24年度の年金額は、マイナス
0.3％分の減額改定が行われることになります。
　厚生労働省の発表によると、平成24年度の
年金額は、図表のとおりとなります。また、配偶者
加給年金額や子の加算額、遺族基礎年金額
等も同様に引き下げられます。
　なお、改定後の年金額は4月分（6月支払
い）から適用されます。

　ただし、平成24年度については、もう一度年金
額が引き下げられる予定です。それは「特例水
準の解消」によるものです。特例水準というのは、
受給者の生活実態を踏まえて、平成11年から13年
の3年間の物価下落を反映せず、特例法により年
金額を据え置いたことなどを指します。その後もデ
フレ経済の進行により物価の下落が続き、現在の
水準は、本来の年金額よりも2.5％程度高くなって
います。
　政府は、この特例水準を平成24年度から3年間
かけて段階的に解消することを検討しており、今年
の通常国会に法案を提出するとしています。計画
では、24年度に0.9％分、25年度に0.8％分、26年度
に0.8％分のマイナス改定をそれぞれ実施すること
としています（物価や賃金が上昇した場合は、引き
下げ幅は圧縮されます）。
　法案が成立した場合、平成24年度のマイナス
0.9％分の改定は、10月分の年金額（12月支払
い）から反映され、翌年の3月分（4月支払い）

まで適用されることが予定されています。
※国民年金保険料は40円引き下げられ
　14,980円（月額）となります。

＊夫が平均的収入（月額36万円）で40年
間就業、妻はその間すべて専業主婦であ
る世帯の新規裁定額。

社会保険 ノート

平成24年度の年金額

■図表　平成24年度年金額の例（月額）

今年10月には
再度引き下げの可能性も

豆

デフレ経済の進行で
2年連続のマイナス改定に

老齢基礎年金
（満額・1人分） 65,541円

230,940円

平成24年度

65,741円

231,648円

平成23年度

サラリーマン世帯の
標準的な年金額＊
（厚生年金＋2人分の老齢基礎年金）
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※国民年金保険料は40円引き下げられ
　14,980円（月額）となります。

＊夫が平均的収入（月額36万円）で40年
間就業、妻はその間すべて専業主婦であ
る世帯の新規裁定額。

社会保険 ノート

平成24年度の年金額

■図表　平成24年度年金額の例（月額）

今年10月には
再度引き下げの可能性も

豆

デフレ経済の進行で
2年連続のマイナス改定に

老齢基礎年金
（満額・1人分） 65,541円

230,940円

平成24年度

65,741円

231,648円

平成23年度

サラリーマン世帯の
標準的な年金額＊
（厚生年金＋2人分の老齢基礎年金）
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遺族厚生年金は配偶者の老後の所得保障
　年金を受けている方が亡くなった場合、生計を維持されていた家族が遺族年金を受けられる場合
があります。亡くなった方が受けていた年金が厚生年金の場合は、配偶者の方は遺族厚生年金を
受けられます※が、遺族に“18 歳未満の子ども”がいるかどうかで受ける年金の種類が変わります。
※遺族年金は非課税年金です。 　妻自身の老齢厚生年金を受けられる場合、65歳になるまでは妻自身の特別支給の老齢厚生年金

を受けるか夫の遺族厚生年金を受けるか、いずれかを選択します。
　65歳以降は、自分自身の老齢厚生年金を全額受給したうえで、下記の①②の額のほうが高い場合
は、その差額を遺族厚生年金として受給することになります。
　いずれの場合も、自分自身の老齢基礎年金は65歳から全額受給できます。
①夫の老齢厚生年金の4分の3
②夫の老齢厚生年金の2分の1＋妻の老齢厚生年金の2分の1

遺族年金の請求
遺族年金を受けられる遺族の方は、最寄りの年金事務所に請求します。
○添付書類
①亡くなった方の年金手帳②戸籍謄本③住民票④死亡診断書⑤請求する方が他の年金を受けている場合
はその年金証書の写し⑥所得証明書など

遺族厚生年金を受けられる遺族
　遺族厚生年金を受けることのできる遺族は、被保険者等が死亡した当時、亡くなった人に生計を維持さ
れていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。ただし、受給には優先順位があり、先の順位の人が遺族厚
生年金を受けると、次の順位の人には遺族厚生年金は支給されません。先の順位の人がその権利を失っ
た場合、後の順位の人が受給権者となること（転給）はありません。

一家の支えが亡くなったときも
公的年金には遺族年金があります
年金はリタイア後の家計の大きな支え。でも、その受給者が亡くなったら…。
そんなときでも大丈夫！ 遺族年金が残された家族をしっかりサポートしてくれます。 年金証書は

年金受給者の資格証明書
年金証書がないと
受給に支障が出ることも

（参考）年金証書再交付申請書（記入例）

（参考）老齢基礎年金開始事由該当届

ねんきん 基本の手続き

年金証書は、年金を受ける権利があることを証明する書類です。
なくしたり、汚したりしたときは、速やかに再交付の申請をします。

振替加算の手続に関する
お知らせが届く

添付書類を添えて速やかに提出

  国の年金を確実に受け続けるためには、事情に
応じて各種届出が必要です。その際、ほとんどの
ケースで、年金証書の提出や記載内容の記入を
求められます。万が一、なくしてしまったときは、「年
金証書再交付申請書」を最寄りの年金事務所ま
たは街角の年金相談センターにできるだけ速やか
に提出し、再交付を受けてください。また、汚したり、
破ってしまったときは、申請書の提出の際にその年
金証書も添付してください。
　なお、遺族基礎年金のみ、または障害基礎年金
のみを受けている方は、市区町村の窓口でも再交
付の申請を受け付けています。

  年金証書は、年金受給者であることを国が証明
している大事な書類です。手もとにないままにして
おくと、いざというときに各種届出の受理がスムー
ズにいかず、年金の受給が滞るといった事態にも
つながりかねません。
　年金証書をなくすと年金の受給権が失われると
いうことはありませんが、確実な受給には絶対に欠
かせません。いま一度お手もとにあるか確認し、
日ごろから大切に保管しておきましょう。

   老齢厚生年金や退職共済年金などの配偶者
加給年金額を受けていた方が次のいずれかに該
当すると、日本年金機構からその方の配偶者あて
に「老齢基礎年金への加算年金に関する手続き
のお知らせ」が届きます。
①配偶者が老齢厚生年金等を受けられるように
なったとき
②配偶者の老齢厚生年金等の加入期間が240月
以上になり、退職されたとき
　なお、振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの
人が対象で、年齢に応じて額が異なります。
　お知らせが届いたら、配偶者の前年の収入が
年額850万円未満（所得の場合は年額655.5万円
未満）であることを確認したうえで、必要な手続を
行ってください。前年の収入が未確定の場合は、
前々年の収入で判断します。
　また、前年の収入が850万円以上であっても、お
おむね5年以内に収入が850万円未満になると見
込まれる場合は、振替加算を受けることができます
ので、手続を行ってください。

　振替加算を受けるには、年金事務所または街角
の年金相談センター等に「老齢基礎年金額加算
開始事由該当届」と添付書類を提出しなければな
りません。
　該当届は、各窓口に用意されています。また、日
本年金機構のホームページからダウンロードした

   妻（厚生年金保険に20年未満加入）が、年下の夫（厚生年金保険に20年以上加入）より先に老齢基礎年
金を受けている場合、夫が老齢厚生年金を受けられるようになっても、加給年金額の対象となる妻がすで
に老齢基礎年金を受けているため、妻に振替加算が加算されます。このような場合は、妻が年上の夫より後
に老齢基礎年金を受ける場合と異なり、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しなければ加算が
行われません（妻と夫が逆の場合でも同様です）。

り、ねんきんダイヤルに連絡すれば日本年金機構
から郵送で届けてもらうこともできます。
　添付書類は次のとおりです。
（1）戸籍抄本（配偶者との身分関係を明らかにす
るため、夫婦それぞれの書類が必要）
（2）世帯全員の住民票
（3）加給年金額を受けていた方の収入を確認で
きる書類（源泉徴収票、所得証明書、課税証明
書、非課税証明書等のいずれかの書類）
（4）配偶者の年金証書（コピーでも可）

●入手場所：年金事務所、街角の年金相談センター

●提 出 先：最寄りの年金事務所または
                街角の年金相談センター
●必要書類：年金手帳、本人確認ができる書類

＊申請書の送付を希望する場合は、
  ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）に
  お問い合わせください。

＊代理人が申請する場合は、委任状および代理人  
  の身分証明書が必要です。

解答
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振替加算の手続が必要なとき 年金証書をなくしたとき

遺族厚生年金の受け方

妻の
老齢厚生年金の

2分の1

または
夫の

老齢厚生年金の
4分の3

遺族厚生年金
として受給

夫の
老齢厚生年金の

2分の1

妻の
老齢厚生年金を

全額受給

遺族年金の種類と計算方法

 子のある妻 または 子 が受ける場合

 子のない中高齢の妻 が受ける場合（夫死亡時に30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は5年有期年金）

 その他の遺族 が受ける場合

遺 族 基 礎 年 金

遺 族 厚 生 年 金

遺 族 厚 生 年 金

遺 族 厚 生 年 金

7 8 6 , 5 0 0 円 加 算 額 ＊ ¹

亡くなった方の厚生年金＊²　×　3╱4　 （報酬比例部分）

中高齢の加算＊¹（40歳〜64歳）
589,900円

経過的寡婦加算＊²
589,900円〜19,700円

亡くなった方の厚生年金　
×　3╱4　 （報酬比例部分）

亡くなった方の厚生年金　
×　3╱4　 （報酬比例部分）

+
+

+

＊1 加算額

＊2 被保険者が亡くなった場合等で、厚生年金の加入年数が 25 年（300 月）未満の場合、25 年で計算した老
齢厚生年金（報酬比例部分）×3 ／ 4 の遺族厚生年金が受けられます。

＊1 夫死亡当時、妻の年齢が 40 歳以上であれば受けることができる。

＊2 中高齢の加算を受けている妻が 65 歳になると切り替わる。生年月日が後になるにつれ減額される。

① 子のある妻が受けるとき ② 子が受けるとき
1 人目・2人目の子 各226,300円
3人目以降の子 各　75,400円

2人目の子 各226,300円
3人目以降の子 各　75,400円

扌

65歳以後の加算額
（昭和31年4月1日以前生まれの方のみ）

妻自身が会社員として働いていたことがある場合

6
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遺族厚生年金は配偶者の老後の所得保障
　年金を受けている方が亡くなった場合、生計を維持されていた家族が遺族年金を受けられる場合
があります。亡くなった方が受けていた年金が厚生年金の場合は、配偶者の方は遺族厚生年金を
受けられます※が、遺族に“18 歳未満の子ども”がいるかどうかで受ける年金の種類が変わります。
※遺族年金は非課税年金です。 　妻自身の老齢厚生年金を受けられる場合、65歳になるまでは妻自身の特別支給の老齢厚生年金

を受けるか夫の遺族厚生年金を受けるか、いずれかを選択します。
　65歳以降は、自分自身の老齢厚生年金を全額受給したうえで、下記の①②の額のほうが高い場合
は、その差額を遺族厚生年金として受給することになります。
　いずれの場合も、自分自身の老齢基礎年金は65歳から全額受給できます。
①夫の老齢厚生年金の4分の3
②夫の老齢厚生年金の2分の1＋妻の老齢厚生年金の2分の1

遺族年金の請求
遺族年金を受けられる遺族の方は、最寄りの年金事務所に請求します。
○添付書類
①亡くなった方の年金手帳②戸籍謄本③住民票④死亡診断書⑤請求する方が他の年金を受けている場合
はその年金証書の写し⑥所得証明書など

遺族厚生年金を受けられる遺族
　遺族厚生年金を受けることのできる遺族は、被保険者等が死亡した当時、亡くなった人に生計を維持さ
れていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。ただし、受給には優先順位があり、先の順位の人が遺族厚
生年金を受けると、次の順位の人には遺族厚生年金は支給されません。先の順位の人がその権利を失っ
た場合、後の順位の人が受給権者となること（転給）はありません。

一家の支えが亡くなったときも
公的年金には遺族年金があります
年金はリタイア後の家計の大きな支え。でも、その受給者が亡くなったら…。
そんなときでも大丈夫！ 遺族年金が残された家族をしっかりサポートしてくれます。 年金証書は

年金受給者の資格証明書
年金証書がないと
受給に支障が出ることも

（参考）年金証書再交付申請書（記入例）

（参考）老齢基礎年金開始事由該当届

ねんきん 基本の手続き

年金証書は、年金を受ける権利があることを証明する書類です。
なくしたり、汚したりしたときは、速やかに再交付の申請をします。

振替加算の手続に関する
お知らせが届く

添付書類を添えて速やかに提出

  国の年金を確実に受け続けるためには、事情に
応じて各種届出が必要です。その際、ほとんどの
ケースで、年金証書の提出や記載内容の記入を
求められます。万が一、なくしてしまったときは、「年
金証書再交付申請書」を最寄りの年金事務所ま
たは街角の年金相談センターにできるだけ速やか
に提出し、再交付を受けてください。また、汚したり、
破ってしまったときは、申請書の提出の際にその年
金証書も添付してください。
　なお、遺族基礎年金のみ、または障害基礎年金
のみを受けている方は、市区町村の窓口でも再交
付の申請を受け付けています。

  年金証書は、年金受給者であることを国が証明
している大事な書類です。手もとにないままにして
おくと、いざというときに各種届出の受理がスムー
ズにいかず、年金の受給が滞るといった事態にも
つながりかねません。
　年金証書をなくすと年金の受給権が失われると
いうことはありませんが、確実な受給には絶対に欠
かせません。いま一度お手もとにあるか確認し、
日ごろから大切に保管しておきましょう。

   老齢厚生年金や退職共済年金などの配偶者
加給年金額を受けていた方が次のいずれかに該
当すると、日本年金機構からその方の配偶者あて
に「老齢基礎年金への加算年金に関する手続き
のお知らせ」が届きます。
①配偶者が老齢厚生年金等を受けられるように
なったとき
②配偶者の老齢厚生年金等の加入期間が240月
以上になり、退職されたとき
　なお、振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの
人が対象で、年齢に応じて額が異なります。
　お知らせが届いたら、配偶者の前年の収入が
年額850万円未満（所得の場合は年額655.5万円
未満）であることを確認したうえで、必要な手続を
行ってください。前年の収入が未確定の場合は、
前々年の収入で判断します。
　また、前年の収入が850万円以上であっても、お
おむね5年以内に収入が850万円未満になると見
込まれる場合は、振替加算を受けることができます
ので、手続を行ってください。

　振替加算を受けるには、年金事務所または街角
の年金相談センター等に「老齢基礎年金額加算
開始事由該当届」と添付書類を提出しなければな
りません。
　該当届は、各窓口に用意されています。また、日
本年金機構のホームページからダウンロードした

   妻（厚生年金保険に20年未満加入）が、年下の夫（厚生年金保険に20年以上加入）より先に老齢基礎年
金を受けている場合、夫が老齢厚生年金を受けられるようになっても、加給年金額の対象となる妻がすで
に老齢基礎年金を受けているため、妻に振替加算が加算されます。このような場合は、妻が年上の夫より後
に老齢基礎年金を受ける場合と異なり、「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出しなければ加算が
行われません（妻と夫が逆の場合でも同様です）。

り、ねんきんダイヤルに連絡すれば日本年金機構
から郵送で届けてもらうこともできます。
　添付書類は次のとおりです。
（1）戸籍抄本（配偶者との身分関係を明らかにす
るため、夫婦それぞれの書類が必要）
（2）世帯全員の住民票
（3）加給年金額を受けていた方の収入を確認で
きる書類（源泉徴収票、所得証明書、課税証明
書、非課税証明書等のいずれかの書類）
（4）配偶者の年金証書（コピーでも可）

●入手場所：年金事務所、街角の年金相談センター

●提 出 先：最寄りの年金事務所または
                街角の年金相談センター
●必要書類：年金手帳、本人確認ができる書類

＊申請書の送付を希望する場合は、
  ねんきんダイヤル（☎0570-05-1165）に
  お問い合わせください。

＊代理人が申請する場合は、委任状および代理人  
  の身分証明書が必要です。
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振替加算の手続が必要なとき 年金証書をなくしたとき

遺族厚生年金の受け方

妻の
老齢厚生年金の

2分の1

または
夫の

老齢厚生年金の
4分の3

遺族厚生年金
として受給

夫の
老齢厚生年金の

2分の1

妻の
老齢厚生年金を

全額受給

遺族年金の種類と計算方法

 子のある妻 または 子 が受ける場合

 子のない中高齢の妻 が受ける場合（夫死亡時に30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は5年有期年金）

 その他の遺族 が受ける場合

遺 族 基 礎 年 金

遺 族 厚 生 年 金

遺 族 厚 生 年 金

遺 族 厚 生 年 金

7 8 6 , 5 0 0 円 加 算 額 ＊ ¹

亡くなった方の厚生年金＊²　×　3╱4　 （報酬比例部分）

中高齢の加算＊¹（40歳〜64歳）
589,900円

経過的寡婦加算＊²
589,900円〜19,700円

亡くなった方の厚生年金　
×　3╱4　 （報酬比例部分）

亡くなった方の厚生年金　
×　3╱4　 （報酬比例部分）

+
+

+

＊1 加算額

＊2 被保険者が亡くなった場合等で、厚生年金の加入年数が 25 年（300 月）未満の場合、25 年で計算した老
齢厚生年金（報酬比例部分）×3 ／ 4 の遺族厚生年金が受けられます。

＊1 夫死亡当時、妻の年齢が 40 歳以上であれば受けることができる。

＊2 中高齢の加算を受けている妻が 65 歳になると切り替わる。生年月日が後になるにつれ減額される。

① 子のある妻が受けるとき ② 子が受けるとき
1 人目・2人目の子 各226,300円
3人目以降の子 各　75,400円

2人目の子 各226,300円
3人目以降の子 各　75,400円

扌

65歳以後の加算額
（昭和31年4月1日以前生まれの方のみ）

妻自身が会社員として働いていたことがある場合

6
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http://www.sri-kikin-kenpo.or.jp/kikin
ホームページアドレス

加入者専用のページを開くには
ユーザー名：srikikin
パスワード：10050を入力してください。

をご覧くださいをご覧ください
住友ゴム連合企業年金基金

2012年4月

住友ゴム連合企業年金基金の住友ゴム連合企業年金基金の

「チューリップ畑と立山」＜富山県＞
クイズの解答は 7頁をご覧ください。

クロス
ワード
パズル

クロ
スワードパズル

10 15

4 7 13

8

9

14

12

18 21

20
A

D

E

G

B

C

F
16

19

11

5

1 176

2

3

タテ・ヨコのカギをヒントにマス目を埋めて、クロス
ワードパズルを解いてみてください。最後に「梅の
花」が入ったマス目の文字をA～Gの順に並べると
解答になります。

タ
テ
の
カ
ギ

ヨコのカギ
シンガーともいいます
サメやワニの口にずらりと並ぶ
月の始まりの日
自分のことは―に上げて説教をする
塩漬けの切り身で見ることも多い魚
魚へんに弱と書くとこの魚
北米大陸北部にある国
飛行機がたどるルート
―効果、―育ち
雑音のことです
タイと釣りざおを持つ七福神のメンバー
ハチがおしりに持っている武器
テーブル。食―

1679111214151921
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17
「
い
ず
れ
ア
ヤ
メ
か
―
―
」
と
は
優
劣

つ
け
が
た
い
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ひ
と
り
―
―
、
紙
―
―
、
―
―
小
屋

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
と
も
呼
ば
れ
る
エ
リ
ア

初
夢
で
見
る
と
お
め
で
た
い
鳥

な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
―
―

を
話
し
て
ご
ら
ん

苦
い
薬
を
飲
ん
だ
の
で
―
―
に
ア
メ
を

な
め
た

考
え
る
と
き
に
使
い
ま
す

消
防
―
―
、
青
年
―
―
、
応
援
―
―

「
色
は
に
お
え
ど
」
と
始
ま
る
―
―
歌

―
―
に
な
っ
た
ブ
ー
ム
が
再
燃
し
た

ゆ
っ
た
り
と
く
つ
ろ
ぐ
こ
と


